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１【提出理由】

当社の連結子会社である東芝エレクトロニクスヨーロッパ社(以下「TEE」)に対して提起されていた訴訟が解決したた

め、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14号の規定に基づき、本

臨時報告書を提出するものであります。

 

 

２【報告内容】

(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

名　称　東芝エレクトロニクスヨーロッパ社

住　所　Hansaallee 181, D-40549 Dusseldorf, Germany

代表者　森永　明 (President)

 

(2) 当該訴訟の提起があった年月日

2016年５月18日

 

(3) 当該訴訟を提起した者(以下総称して「原告」)の名称及び住所

名　称　Granville Technology Group Limited

住　所　C/O Grant Thornton UK LLP. 30 Finsbury Square, London, UK

 

名　称　VMT Limited

住　所　C/O Grant Thornton UK LLP. 30 Finsbury Square, London, UK

 

名　称　OT Computers Limited

住　所　Malzard House, 15 Union Street, St Helier, Jersey Channel Islands, UK

 

いずれの原告も清算手続中の法人です。

 

(4) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

当社グループがDRAMにかかる欧州競争法違反に関与し、それにより損害を受けたとして、DRAM製品を購入した原告

がTEEに対して損害賠償請求訴訟を提起し、係争中でした。原告は訴状の中で請求額を明らかにしておりませんで

した。

 

(5) 当該訴訟の解決があった年月日、解決の内容及び損害賠償支払金額

①解決があった年月日

　2018年５月18日

②解決の内容及び損害賠償支払金額

　当社グループは、原告に対して和解金500,000ポンド(74百万円)を支払い、原告は訴訟を取下げ、いずれの当事

者も責任を認めることなく和解によって解決しました。

以　上
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